
成年後見制度って難しくてよくわからない。
親が認知症になって詐欺に引っかからないか心配･･･。
知的障害がある子どもの将来が不安･･･。

権利擁護支援推進員
（社会福祉士）

相談日

実施日 第４火曜日
令和5年
４月25日／ ５月23日／ ６月27日／ ７月25日／ ８月22日

９月26日／10月24日／11月28日／12月26日

令和6年
1月23日／ 2月27日／ 3月26日

時 間 10時～12時

場 所
長門市役所
高齢福祉課
（相談室）

成年後見制度の利用を検討中、消費者被害、財産管理などご相談したい方は、
権利擁護支援推進員（社会福祉士）の相談を受けることができます。
予約の際に、簡単に相談内容をお聞きしますのでご了承ください。
相談日の前週金曜日までにご予約ください。

まずは 職員による一般相談は、電話・来庁により相談をお受けします。
実施日・時間：月曜日～金曜日（土日、祝日、年末年始を除く）８時３０分～１７時１５分

令和5年度


